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一

近
世
に
お
け
る
唐
船「
漂
着
」の
認
定
要
件
と
破
船
の
送
還
対
応

　
　

―
文
政
五
年
天
草
漂
着
の
事
例
に
よ
る
―

牧
野
寿
美
礼

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
近
世
の
幕
領
天
草
に
お
け
る
漂
着
唐
船
へ
の
対
応
に
つ
い
て
検
討

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
貿
易
地
で
あ
る
長
崎
へ
の
来
航
途
中

に
大
破
し
た
唐
船
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
。

　

海
禁
政
策
に
よ
る
対
外
関
係
の
公
儀
の
独
占
と
、
東
ア
ジ
ア
各
国
に
お
け
る

自
国
を
中
心
と
し
た
華
夷
秩
序
の
確
立
に
伴
う
国
際
関
係
の
秩
序
化
は

１

、
東

ア
ジ
ア
全
体
に
漂
流
民
送
還
体
制
の
確
立
を
も
た
ら
し
た

２

。
一
九
六
〇
年
代

の
日
本
近
世
史
研
究
で
は
海
難
救
助
制
度
の
観
点
か
ら
漂
流
民
送
還
に
つ
い
て

論
じ
ら
れ
て
い
た
が

３

、一
九
八
〇
年
代
以
降
、
日
本
か
ら
他
所
へ
の
漂
流
に
対

す
る
関
心
か
ら
事
例
収
集
が
進
み
、
近
世
日
本
に
お
け
る
漂
流
民
送
還
体
制
が

明
ら
か
に
さ
れ
た

４

。
以
後
、
漂
流
・
漂
着
に
関
し
て
は
、
薩
摩

５

、
日
向

６ 

・

対
馬

７

な
ど
の
漂
着
地
を
中
心
と
し
た
個
別
事
例
の
検
討
が
積
み
重
ね
ら
れ
て

い
る

８

。
さ
ら
に
琉
球
│
朝
鮮
、
中
国
│
琉
球
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
全
体
の
視
点

か
ら
論
じ
ら
れ
る
漂
流
民
送
還
体
制
の
研
究
が
広
が
り
、
様
々
な
国
や
地
域
間

で
送
還
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

９

。

　

ま
た
、
漂
流
船
対
応
と
表
裏
一
体
で
行
な
わ
れ
た
の
が
沿
岸
防
備
で
あ
る
。

「
第
五
次
鎖
国
令
」
以
後
、
幕
府
は
西
国
諸
藩
に
沿
岸
防
備
を
義
務
付
け
た
ほ

か
、
長
崎
番
役
や
遠
見
番
所
を
設
置
す
る
な
ど
の
長
崎
警
衛
体
制
を
整
え
て
、

沿
岸
防
備
体
制
を
構
築
し
た
。
こ
う
し
て
、
福
岡
藩
・
佐
賀
藩
を
隔
年
で
長
崎

警
備
に
当
て
た
こ
と
を
端
緒
と
し
、
寛
永
期
に
長
崎
奉
行
や
西
国
諸
藩
を
中
心

と
し
て
長
崎
警
備
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
　10

。
こ
の
よ

う
に
江
戸
幕
府
主
導
の
も
と
、
長
崎
警
備
と
漂
流
民
対
応
は
一
体
的
か
つ
組
織

的
な
対
外
防
衛
政
策
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
異
国
船
・
漂
流
民
の
対
応
に
あ
た

る
前
衛
的
拠
点
が
遠
見
番
所
で
あ
る
。
遠
見
番
所
は
長
崎
を
は
じ
め
、
福
岡
、

そ
し
て
肥
後
国
天
草
な
ど
の
西
国
沿
岸
に
設
置
さ
れ
た
、
幕
府
の
防
衛
圏
を
構

成
す
る
番
所
で
、
情
報
共
有
・
伝
達
は
も
と
よ
り
、
直
面
し
た
対
外
的
危
機
に

対
応
し
て
い
た
　11

。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
、「
漂
着
」
の
定
義
を
確
認
す
る
。
先
述
し
た
よ
う

に
個
別
の
回
送
事
例
が
各
所
で
解
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
「
漂

着
」
と
い
う
概
念
に
関
し
て
、
先
行
研
究
で
は
、
単
に
唐
船
が
潮
流
や
風
で
流

さ
れ
て
、
あ
る
地
点
に
着
船
す
る
と
い
う
語
彙
的
な
理
解
が
さ
れ
て
い
る
　12

。

し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
漂
着
」
と
は
送
還
対
応
の
根
幹
に
関
わ
る
概
念

で
あ
り
、
右
の
理
解
以
上
に
特
別
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
唐

船
の
漂
着
手
続
き
と
送
還
対
応
に
関
し
て
、
長
崎
貿
易
の
航
路
に
隣
接
し
て
い

た
天
草
に
お
け
る
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
の
唐
船
座
礁
事
例
を
取
り
上
げ
る
。

漂
着
対
応
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
比
べ
て
唐

船
が
破
船
し
た
場
合
に
関
し
て
は
、
発
生
件
数
の
少
な
さ
も
あ
り
、
あ
ま
り
言

及
が
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
第
三
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
対
応
の
費
用
負
担
の

形
態
は
漂
着
と
破
船
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
個
別
の
事
例
検
討
を
積
み

重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
唐
船
対
応
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
、
先
行

研
究
で
は
漂
着
地
の
村
の
負
担
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
指
摘
に
止
ま
っ
て
い

る
　13

。
よ
っ
て
事
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
対
応
を
担
っ
た
村
の
経
済
的
な
負
担

や
費
用
の
流
れ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

対
象
地
域
で
あ
る
天
草
は
、
抜
荷
（
密
貿
易
）
を
は
じ
め
と
し
た
対
外
的
事

犯
に
お
い
て
長
崎
奉
行
が
積
極
的
に
介
入
し
　14

、
長
崎
と
距
離
が
近
か
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
早
く
か
ら
遠
見
番
所
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
前
衛
的
拠
点
と
し
て

機
能
し
た
と
指
摘
さ
れ
る
　15

。
さ
ら
に
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）
年
に
は
、
長

崎
奉
行
所
直
轄
の
牛
深
湊
見
張
番
所
も
設
置
さ
れ
、
遠
見
番
の
再
編
に
伴
っ
て
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二

以
後
の
異
国
船
対
応
が
強
化
さ
れ
た
　16

。
天
草
に
お
け
る
漂
流
船
対
応
に
つ
い

て
は
、
遠
見
番
が
中
心
と
な
っ
て
、
富
岡
役
所
や
村
役
人
と
の
連
携
の
も
と
、

漂
着
時
の
対
応
を
遂
行
し
て
い
た
こ
と
や
　17

、
他
領
漂
着
の
船
に
対
し
て
も
挽

船
な
ど
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
　18

。
本
稿
で
は
破
船
時
の

対
応
の
検
討
を
通
じ
て
、
天
草
に
お
け
る
漂
流
民
送
還
体
制
の
一
過
程
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
。

第
１
章　

　

唐
船
の
送
還
と
「
漂
着
」
の
認
定

　

先
行
研
究
に
よ
っ
て
唐
船
漂
着
と
送
還
の
事
例
検
討
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
「
漂
着
」
が
ど
の
よ
う
な
状
態
を
指
し
て
い
る
の
か

を
考
察
し
た
い
。
唐
船
が
長
崎
以
外
の
地
に
漂
着
し
た
際
、
そ
の
領
主
や
代
官

に
は
長
崎
回
送
の
義
務
が
あ
っ
た
。
唐
船
の
漂
着
と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
浦
村

に
よ
る
送
還
で
は
、
村
や
唐
船
の
費
用
負
担
の
問
題
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。

そ
こ
で
、
長
崎
回
送
の
端
緒
と
な
る
「
漂
着
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
状
況
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

寛
永
十
二
（
一
六
三
五
）
年
に
、
幕
府
に
よ
っ
て
漂
着
唐
船
の
長
崎
回
送
が

定
め
ら
れ
て
以
降
、
漂
着
・
漂
流
し
た
唐
船
の
取
り
扱
い
や
、
護
送
費
用
に
関

す
る
指
令
が
度
々
出
さ
れ
て
い
る
　19

。
こ
の
「
漂
着
」
が
定
義
す
る
状
況
に
つ

い
て
明
確
に
言
及
さ
れ
た
の
が
明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
の
次
の
指
示
で
あ
る
　20

。

　
　

 

野
母
村
、
高
濱
村
は
、
長
崎
港
に
程
近
き
場
所
に
て
、
唐
船
通
り
筋
な
る

を
以
、
汐
繋
り
風
待
等
之
節
は
漂
着
に
不
相
成
、
樺
島
村
、
川
原
村
、
茂

木
村
等
は
、
長
崎
に
隔
る
ゆ
ゑ
、
地
方
に
唐
船
卸
碇
は
可
為
漂
着
段
、
被

議
定
之
、

　

肥
前
国
彼
杵
郡
の
野
母
　21

・
高
濱
は
長
崎
の
港
へ
向
か
う
唐
船
の
通
筋
で
あ

る
た
め
、「
汐
繋
」「
風
待
」
な
ど
、
航
行
の
条
件
が
整
う
ま
で
の
停
船
は
「
漂

着
」
と
は
み
な
さ
な
い
。
一
方
で
同
国
高
来
郡
の
樺
島
・
川
原
・
茂
木
は
長
崎

か
ら
場
所
を
隔
て
て
い
る
の
で
、
そ
の
地
点
で
唐
船
が
碇
を
入
れ
た
場
合
、

「
漂
着
」
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

長
崎
へ
の
航
路
か
ら
外
れ
た
地
点
で
の
碇
泊
と
、
唐
船
に
よ
る
投
錨
が
「
漂

着
」
成
立
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
碇
泊
地
点
に
よ
る
基
準
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
正
徳
五
（
一
七
一
五
）

年
に
制
定
さ
れ
た
正
徳
新
例
の
う
ち
「
通
事
共
唐
人
と
の
約
條
草
案
」
に
は
、

「
定
め
之
如
く
五
島
よ
り
南
之
海
上
を
以
乗
筋
と
し
、
定
め
之
外
之
海
路
を
乗

へ
か
ら
す
」
と
あ
り
　22

、
五
島
の
南
側
を
通
過
し
て
長
崎
へ
入
港
す
る
こ
と
が

正
規
の
航
路
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
進
路
を
と
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
。
こ
れ

に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
産
物
が
揚
子
江
河
口
地
域
に
集
積
す
る
こ
と
に
と
も
な

い
　23

、
十
八
世
紀
か
ら
幕
末
ま
で
の
間
に
、
中
国
か
ら
日
本
へ
の
来
航
ル
ー
ト

が
浙
江
省
乍
浦
を
出
発
地
点
と
す
る
航
路
に
収
斂
し
て
い
っ
た
こ
と
や　
24

、

長
崎
へ
の
目
印
と
し
て
五
島
が
位
置
し
て
い
た
と
い
う
地
理
的
要
因
が
大
き
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
明
和
五
年
の
指
示
に
よ
り
、
長
崎
の
港
に
通
じ
る

海
域
に
面
し
た
野
母
村
・
高
濱
村
周
辺
で
の
停
船
に
対
し
、
樺
島
村
・
川
原

村
・
茂
木
村
と
い
う
、
五
島
通
過
後
か
ら
長
崎
へ
の
航
路
を
外
れ
た
地
点
で
の

停
船
は
、
正
常
な
航
行
が
不
能
に
な
っ
た
状
態
と
み
な
さ
れ
、
監
視
下
で
の
回

送
の
対
象
と
な
っ
た
。

　

正
徳
新
例
の
発
令
以
前
の
長
崎
貿
易
に
お
け
る
唐
船
・
唐
人
の
様
子
を
み
る

と
、
長
崎
周
辺
で
の
唐
人
の
上
陸
や
不
法
行
為
な
ど
が
頻
繁
に
報
告
さ
れ
る
状

況
だ
っ
た
　25

。
ま
た
正
徳
四
（
一
七
一
四
）
年
の
老
中
奉
書
で
は
、「
近
年
か
た

ま
し
き
商
の
害
を
な
す
事
浅
か
ら
す
、
ほ
し
き
ま
ゝ
に
乗
筋
を
か
へ
て
御
定
の

道
筋
を
ゆ
か
す
、
見
え
つ
か
く
れ
つ
海
上
に
間
切
り
ゐ
て
、
こ
な
た
の
商
人
を

引
入
れ
て
私
商
売
」
を
す
る
者
や
海
辺
の
村
民
に
乱
暴
す
る
者
の
存
在
を
挙
げ
、

唐
船
が
規
定
の
航
路
を
守
る
こ
と
を
は
じ
め
、「
御
国
法
」
に
背
か
な
い
よ
う

に
告
知
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
　26

。
つ
ま
り
航
路
を
外
れ
た
唐
船
の
航
行
に

は
、
村
民
へ
の
被
害
は
も
と
よ
り
、
抜
荷
の
発
生
が
危
惧
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

209
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三

老
中
奉
書
の
内
容
は
、
同
年
四
月
七
日
に
唐
人
を
長
崎
奉
行
所
西
役
所
へ
集
め

て
申
し
聞
か
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
同
五
年
十
月
に
は
、
野
母
・
樺
島
・
茂
木
・

日
見
な
ど
の
番
所
守
衛
を
厳
重
に
す
る
旨
が
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
が
　27

、
こ

れ
も
唐
船
に
よ
る
航
路
逸
脱
と
抜
荷
の
発
生
を
睨
ん
で
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
停
船
の
状
態
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
唐
船
に
よ
る
投
錨
が
護
送
な
ど

の
漂
着
船
対
応
の
端
緒
に
な
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
　28

、

寛
文
八
（
一
六
六
八
）
年
の
時
点
で
、
唐
船
が
漂
着
し
て
「
碇
を
入
候
時
」
に

領
主
が
警
固
を
差
し
出
す
こ
と
が
幕
府
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
唐
船
の
「
碇

を
入
れ
る
行
為
」
が
救
助
要
請
の
合
図
に
な
り
、
こ
の
行
為
を
も
っ
て
漂
着
後

の
対
応
が
開
始
さ
れ
る
。
具
体
的
事
例
と
し
て
、
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
の

天
草
﨑
津
の
漂
着
に
関
す
る
同
村
庄
屋
の
記
録
か
ら
、
唐
船
漂
着
直
後
の
対
応

を
確
認
で
き
る
　29

。

　
　

 

寧
波
乍
浦
出
之
唐
船
ニ
而
、
辰
十
月
廿
九
日
崎
津
湊
ゟ
凡
三
十
丁
相
隔
黒

瀬
ニ
碇
ヲ
入
居
申
候
、
早
速
緒
方
幸
左
衛
門
殿
・
拙
者
・
同
船
ニ
而
通
詞

召
連
罷
越
様
子
承
候
処
、
寧
波
乍
浦
出
之
由
、
何
連
長
崎
表
へ
乗
付
難
成

候
ニ
付
無
拠
当
所
へ
漂
着
仕
候
、
援
船
ヲ
以
港
内
ニ
挽
入
、
天
気
見
合
長

崎
表
へ
援
送
呉
候
様
申
之
候
由
申
之
候
、
尤
洋
書
簡
之
儀
ハ
先
年
漂
着
唐

船
之
書
簡
写
ヲ
竹
ニ
挟
ミ
唐
人
江
見
セ
緒
方
拙
者
手
様
仕
方
ヲ
以
受
取
申

候
（
後
略
）

　

唐
船
の
出
現
と
、「
黒
瀬
」
で
「
碇
ヲ
入
」
れ
た
こ
と
を
確
認
し
、
緒
方

（
﨑
津
附
遠
見
番
）、「
拙
者
」（
﨑
津
村
庄
屋
）、
そ
し
て
通
詞
が
同
船
し
て
唐

人
か
ら
状
況
を
把
握
し
て
い
る
。
唐
人
に
よ
れ
ば
、
寧
波
乍
浦
を
出
港
し
て
長

崎
へ
向
か
う
途
中
、
や
む
を
得
ず
天
草
﨑
津
へ
漂
着
し
た
。
さ
ら
に
唐
人
は
、

「
援
船
」
に
よ
る
港
（
﨑
津
湊
）
へ
の
引
き
入
れ
と
、
天
候
回
復
次
第
、
長
崎

へ
の
挽
き
送
り
を
要
望
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
唐
人
と
の
意
思
疎
通
は
通
詞
に

よ
る
筆
談
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
以
前
に
漂
着
し
た
唐
船
が
提
出
し
た
書
簡
の

写
を
唐
人
に
見
せ
、
そ
れ
を
元
に
作
成
さ
れ
た
「
洋
書
簡
」
を
介
し
て
長
崎
回

送
の
要
望
が
出
さ
れ
た
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
航
路
か
ら
外
れ
た
崎
津

湊
近
海
に
お
け
る
唐
船
の
投
錨
に
よ
っ
て
﨑
津
村
は
対
応
を
開
始
し
、
書
簡
を

用
い
た
正
式
な
救
助
の
要
請
を
受
け
て
、
回
送
を
実
施
し
た
。

〈
小
括
〉

　

江
戸
幕
府
は
周
辺
国
・
地
域
と
の
関
係
を
掌
握
す
る
と
と
も
に
、
私
的
な
貿

易
・
渡
航
な
ど
を
禁
止
す
る
海
禁
政
策
を
と
り
、
寛
永
年
間
以
後
の
鎖
国
体
制

を
構
築
し
て
い
っ
た
　30

。
寛
永
十
二
年
以
降
は
貿
易
地
を
長
崎
に
限
定
し
て
行

な
う
こ
と
で
、
唐
人
を
は
じ
め
と
す
る
異
国
人
と
の
交
渉
や
貿
易
を
管
理
下
に

置
い
た
。
以
降
、
長

崎
以
外
の
地
域
に
唐

船
が
着
船
す
る
こ
と

は
、
異
常
事
態
と
し

て
扱
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
に
対
し
、

長
崎
回
送
の
体
制
を

整
備
す
る
こ
と
で
、

漂
着
が
発
生
し
た
と

し
て
も
唐
船
を
監
視

下
に
お
き
、
海
禁
政

策
を
堅
持
す
る
施
策

と
し
て
機
能
さ
せ
た
。

　

そ
こ
で
、
長
崎
以

外
で
の
唐
人
と
の
関

わ
り
を
最
小
限
に
抑

え
な
が
ら
送
還
を
遂

行
を
す
る
体
制
を
整

208

【地図１】唐船の推定航路と長崎近辺の番所
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四

え
る
た
め
に
、
長
崎
回
送
を
実
施
す
る
基
準
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

基
準
が
、「
漂
着
」
状
態
の
認
定
要
件
で
あ
る
、
航
路
の
逸
脱
と
投
錨
だ
っ
た
。

唐
船
は
五
島
以
南
を
通
過
し
た
後
、
東
進
し
て
長
崎
へ
向
か
う
航
路
が
定
め
ら

れ
、
そ
れ
を
外
れ
て
碇
泊
し
た
場
合
に
「
漂
着
」
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

漂
着
地
か
ら
長
崎
入
港
ま
で
の
間
、
唐
船
を
警
固
船
の
監
視
下
に
お
く
こ
と
を

可
能
に
し
た
。

　
「
漂
着
」
が
認
定
さ
れ
る
地
点
は
、
野
母
│
樺
島
の
間
が
境
界
と
な
っ
て
決

め
ら
れ
た
。
正
徳
五
年
に
は
、
野
母
・
樺
島
・
茂
木
・
日
見
の
番
所
へ
異
国
船

を
警
戒
す
る
よ
う
改
め
て
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
漂
着
に
と
も

な
っ
て
、
抜
荷
を
は
じ
め
と
す
る
不
法
行
為
が
発
生
す
る
こ
と
が
念
頭
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
未
然
に
防
ぎ
、
幕
府
が
想
定
す
る
秩
序
の
下
で

中
国
貿
易
を
行
な
う
た
め
、
唐
船
の
航
行
状
態
の
把
握
と
そ
の
基
準
が
必
要

だ
っ
た
。
長
崎
へ
の
航
路
に
面
す
る
海
岸
や
、
航
路
外
に
あ
た
る
周
辺
地
点
に

各
領
の
遠
見
番
所
が
位
置
す
る
（【
地
図
１
】）
こ
と
も
そ
の
裏
付
け
と
な
る
の

で
は
な
い
か
。

第
２
章　
　

難
破
唐
船
の
送
還
対
応
に
お
け
る
唐
人
の
管
理

　

唐
船
の
漂
着
時
の
対
応
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
や
史
料
か
ら
概
観
す
る
と
、

年
代
や
地
域
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
長
崎
へ
の
来
航
船
の
場

合
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
　31

。
①
漂
着
後
、
遠
見
番
人
や
村
役
人
が
唐
人

を
尋
問
し
て
漂
着
の
次
第
を
確
認
し
、
番
船
を
つ
け
て
警
固
す
る
。
こ
の
と
き
、

出
港
地
、
国
籍
、
行
き
先
、
乗
組
員
数
、
積
荷
、
信
牌
の
有
無
を
書
物
に
し
て

提
出
さ
せ
る
。
②
唐
人
か
ら
二
人
の
人
質
を
と
り
（
質
唐
人
）、
別
船
に
移
す
。

③
唐
船
の
碇
泊
中
、
食
糧
や
燃
料
の
世
話
を
す
る
。
④
挽
船
を
つ
け
て
、
天
候

を
見
計
ら
っ
て
長
崎
へ
挽
き
送
る
。
⑤
長
崎
奉
行
所
に
お
い
て
引
き
渡
し
の
手

続
き
を
す
る
。
な
お
、
長
崎
か
ら
の
帰
帆
船
の
場
合
は
必
ず
し
も
長
崎
へ
の
回

送
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。

　

一
方
で
破
船
の
対
応
は
　32

、
①
唐
船
か
ら
唐
人
を
救
助
し
、
積
荷
や
船
材
を

引
き
揚
げ
る
。
②
仮
設
の
小
屋
や
人
家
を
用
意
し
て
唐
人
を
収
容
し
、
警
固
を

し
て
昼
夜
警
戒
す
る
。
③
準
備
が
整
っ
て
か
ら
唐
人
・
荷
物
と
も
に
長
崎
へ
移

送
す
る
、
と
先
行
研
究
で
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
長
崎
志
続
編　

巻
八
」　33

に
記
載
さ
れ
る
初
出
事
例
は
、
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
佐
賀
領
小
ケ
倉
前
鵜

嶋
の
破
船
で
あ
り
、
天
保
十
一
（
一
八
四
〇
）
年
ま
で
に
計
七
件
を
確
認
で
き

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
破
船
事
例
は
漂
着
事
例
に
比
し
て
発
生
件
数
が
少
な
く
、
事

例
の
検
討
を
積
み
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
本
章
で
は
、
文
政
五

（
一
八
二
二
）
年
に
天
草
牛
深
沖
で
発
生
し
た
唐
船
の
座
礁
事
故
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
こ
の
一
件
に
は
す
で
に
、
救
助
活
動
の
規
模
に
つ
い
て
の
経
済
史
的

な
分
析
が
あ
る
が
　34

、
本
稿
で
は
唐
船
の
救
助
活
動
に
際
す
る
対
応
と
長
崎
ま

で
の
回
送
に
つ
い
て
、
唐
人
や
積
載
物
に
対
す
る
取
締
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
。

　

ま
ず
、
こ
の
唐
船
の
漂
着
・
座
礁
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
て
お
き
た
い
　35

。

漂
着
し
た
唐
船
は
南
京
船
（
船
主
：
范
継
宗
）
で
あ
る
　36

。
翌
年
に
午
八
番
船
　37

と
し
て
入
港
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
信
牌
を
所
持
し
た
正
式
な
貿
易
船
だ
っ
た
。

当
該
船
は
、
文
政
五
年
十
二
月
六
日
に
牛
深
港
口
で
座
礁
す
る
。
三
日
後
の
九

日
に
は
、
長
崎
代
官
所
か
ら
唐
紅
毛
抜
荷
取
締
方
の
木
原
甚
三
郎
ら
三
名
が
天

草
へ
向
か
い
、
さ
ら
に
、
十
三
日
に
は
長
崎
代
官
の
高
木
作
右
衛
門
が
天
草
に

到
着
し
た
。
こ
の
日
、
富
岡
役
所
か
ら
当
該
船
の
流
失
物
に
関
す
る
取
締
令
が

組
継
に
よ
っ
て
郡
中
へ
布
達
さ
れ
た
。
同
時
に
、
大
庄
屋
の
上
田
源
太
夫
と
松

浦
穀
助
か
ら
大
江
組
各
村
へ
向
け
て
、
牛
深
村
へ
み
だ
り
に
近
寄
ら
な
い
よ
う

に
と
の
旨
を
伝
え
、
人
の
移
動
の
抑
制
を
図
っ
て
い
る
　38

。
翌
十
四
日
に
は
長

崎
奉
行
所
岩
原
普
請
役
の
渡
邉
啓
次
郎
が
、
翌
六
年
二
月
四
日
に
は
長
崎
か
ら

唐
船
修
理
方
が
到
着
し
、
三
月
十
四
日
に
唐
船
の
引
き
揚
げ
と
修
理
が
終
了
し

た
。
そ
の
後
、
当
該
船
は
数
百
艘
の
挽
船
に
よ
り
牛
深
を
出
航
し
、
二
十
三
日

207



牧野寿美礼五

五

に
長
崎
へ
入
港
し
た
。

〈
天
草
郡
中
で
の
対
応
〉

　
【
表
１
】
は
、
座
礁
後
に
上
陸
さ
せ
た
唐
人
の
内
訳
と
、
唐
人
の
警
固
に
つ

け
た
添
番
人
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
唐
人
の
総
数
は
九
四
人
で
、
座
礁
時

点
か
ら
三
日
後
ま
で
に
牛
深
村
の
百
姓
家
を
用
い
て
宿
が
準
備
さ
れ
た
　39

。
唐

人
は
役
職
　40

ご
と
に
区
別
し
て
宿
を
あ
て
が
わ
れ
た
。
ま
た
、
宿
に
入
る
ま
で

の
間
、
唐
人
は
座
礁
し
た
唐
船
と
は
別
の
船
に
移
送
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
唐

人
と
村
民
を
不
用
意
に
接
触
さ
せ
な
い
た
め
の
対
策
と
推
察
で
き
る
。
添
番
人

の
雇
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
　41

。

　
　

一
唐
人
添
番
人
四
千
六
拾
弐
人

　
　
　
　
　

此
賃
銀
六
貫
九
拾
三
匁　

　

但
百
壱
人
ニ
付

銀
壱
匁
五
分

　
　
　
　

 

是
ハ
難
船
唐
人
九
拾
四
人
、
牛
深
村
町
宿
致
、
御
足
軽
・
遠
見
番
中
、

昼
夜
番
方
被
致
候
共
、
多
人
数
之
儀
難
行
届
、
村
方
ゟ
添
番
被
仰
付
、

抜
荷
其
外
取
締
仕
候
ニ
付
、
書
面
之
通
賃
銀
相
渡
候
分
如
斯
、

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
唐
人
の
数
が
多
く
、
足
軽
・
遠
見
番
で
は
昼
夜
の
番
が
行

き
届
か
な
い
た
め
、
村
方
か
ら
添
番
人
を
用
意
し
て
取
締
に
あ
た
ら
せ
て
い
る
。

「
抜
荷
其
外
」
と
あ
る
よ
う
に
、
抜
荷
を
強
く
警
戒
し
て
い
る
。
漂
着
唐
船
の

場
合
、
唐
人
は
唐
船
で
待
機
し
、
遠
見
番
が
警
固
船
か
ら
監
視
す
る
の
が
通
常

の
対
応
で
あ
る
が
、
今
回
は
唐
人
を
上
陸
さ
せ
る
ほ
か
な
か
っ
た
た
め
、
既
存

の
百
姓
家
を
活
用
し
た
。
さ
ら
に
、
添
番
人
を
雇
っ
て
人
員
を
増
や
し
、
警
戒

体
制
を
強
化
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

唐
人
の
ほ
か
に
、唐
船
の
積
載
物
や
牛
深
村
内
の
監
視
も
強
め
ら
れ
た
（【
表

２
】）。
次
は
そ
の
警
固
に
動
員
さ
れ
た
番
人
の
体
制
を
示
し
て
い
る
　42

。

　
　

一
唐
物
蔵
并
所
々
口
留
番
人
四
千
四
百
弐
拾
八
人

　
　
　
　

此
賃
銀
六
貫
六
百
四
拾
弐
匁　

　

但
百
壱
人
ニ
付

壱
匁
五
分

　
　
　
　
　

此
訳

　
　

千
八
拾
人　

　
　
　

 

唐
人
荷
物
蔵
万
屋
虎
八
方
三
ヶ
所
、
十
二
月
七
日
ゟ

三
月
七
日
迄
、
日
数
九
十
日
、
壱
ヶ
所
ニ
付
昼
弐

人
・
夜
弐
人
宛
、

　
　

三
拾
六
人　

　
　
　

 

右
同
断
、
壱
ヶ
所
、
三
月
八
日
ゟ
同
月
十
六
日
迄
、

日
数
九
日
、
昼
弐
人
・
夜
弐
人
宛
、

　
　

五
百
七
拾
六
人　

　
 

唐
人
町
宿
ニ
付
制
候
而
も
不
聞
入
、
所
々
出
歩
行
、
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【表１】唐人添番人の人数（のべ数）
唐人内訳 添番人（人） 日数 人員

公司（28 人） 1,080 90 日（12 月 7 日～ 3 月 7 日） 昼夜 6 人ずつ
棡官（12 人） 576 96 日（12 月 9 日～ 3 月 15 日） 昼夜 3 人ずつ
老太（９人） 576 96 日（12 月 9 日～ 3 月 15 日） 昼夜 3 人ずつ
工社（10 人） 306 51 日（12 月 8 日～正月 28 日） 昼夜 3 人ずつ
工社（10 人） 264 44 日（12 月 8 日～正月 21 日） 昼夜 3 人ずつ
工社（10 人） 540 90 日（12 月 8 日～ 3 月 8 日） 昼夜 3 人ずつ
夥長（15 人） 720 90 日（12 月 9 日～ 3 月 7 日） 昼夜 4 人ずつ

「於牛深浦難破唐船御入用御勘定目録」（九州大学記録資料館所蔵、石本家
文書 2794-2）より作成。

【表２】唐物蔵并所々口留番人の人数（のべ数）
場所 番人（人） 日数 人員

唐人荷物蔵 3 ヶ所（万屋虎八方） 1,080 90 日（12 月 7 日～ 3 月 7 日） 昼夜 2 人ずつ
唐人荷物蔵 1 ヶ所（万屋虎八方） 36 90 日（3 月 8 日～ 3 月 16 日） 昼夜 2 人ずつ
魚貫口字鬼塚口番屋 576 96 日（12 月 10 日～ 3 月 16 日） 昼夜 3 人ずつ
字久玉番屋 576 96 日（12 月 10 日～ 3 月 16 日） 昼夜 3 人ずつ
字吉田番屋 576 96 日（12 月 10 日～ 3 月 16 日） 昼夜 3 人ずつ
黒田仮小屋 2 ヶ所 1,584 99 日（12 月 7 日～ 3 月 16 日） 昼夜 8 人ずつ

「於牛深浦難破唐船御入用御勘定目録」（九州大学記録資料館所蔵、石本家文書 2794-2）より
作成。
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隣
村
迄
も
罷
越
候
故
、
魚
貫
口
字
鬼
塚
口
番
屋
被
仰

付
、
十
二
月
十
日
ゟ
三
月
十
六
日
迄
、
日
数
九
十
六

日
昼
三
人
・
夜
三
人
宛
、

　
　

五
百
七
拾
六
人　

　

 

右
同
断
、
字
久
玉
番
屋
、
十
二
月
十
日
ゟ
三
月
十
六

日
迄
、
日
数
九
十
六
日
昼
三
人
・
夜
三
人
宛
、

　
　

五
百
七
拾
六
人　

　

 

右
同
断
、
字
吉
田
番
屋
、
十
二
月
十
日
ゟ
三
月
十
六

日
迄
日
数
九
十
六
日
昼
三
人
・
夜
三
人
宛
、

　
　

千
五
百
八
拾
四
人　

 
黒
田
難
船
取
揚
荷
物
入
仮
小
屋
二
ヶ
所
昼
夜
番
人
、

十
二
月
七
日
ゟ
三
月
十
六
日
迄
、
日
数
九
十
九
日
昼

八
人
・
夜
八
人
ツ
ヽ
、

　

こ
の
よ
う
に
、
唐

船
の
積
載
物
に
は

「
万
屋
虎
八
方
」
の

蔵
四
ヶ
所
の
ほ
か
、

「
黒
田
」
に
仮
小
屋

二
ヶ
所
が
設
け
ら
れ

た
　43

。
唐
人
の
警
固

と
同
様
に
、
番
人
が

村
方
か
ら
雇
わ
れ
た

と
推
察
さ
れ
る
。
漂

着
後
か
ら
長
崎
へ
の

出
航
ま
で
の
間
、
唐

船
の
積
載
物
は
小
屋

で
保
管
さ
れ
、
警
固

が
付
け
ら
れ
た
。
そ

の
後
、
唐
船
の
修
理

を
待
っ
て
、
唐
船
に

再
び
積
載
し
て
長
崎
へ
輸
送
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
警
固
体
制
は
長
崎
貿
易
の
商

品
を
管
理
す
る
の
と
同
時
に
、
抜
荷
の
防
止
を
図
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
三
ヶ
所
（
鬼
塚
・
久
玉
・
吉
田
）
に
「
口
番
屋
」
が
設
置
さ
れ
た

（【
地
図
２
】）。
こ
れ
ら
は
唐
人
が
滞
在
し
た
町
宿
を
囲
う
よ
う
に
配
置
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
が
、「
唐
人
町
宿
ニ
付
制
候
而
も
不
聞
入
、
所
々
出
歩
行
、
隣
村

迄
も
罷
越
候
故
、
魚
貫
口
字
鬼
塚
口
番
屋
被
仰
付
」
と
あ
る
よ
う
に
、
行
動
範

囲
を
制
限
し
て
も
、
町
宿
を
抜
け
出
し
隣
村
ま
で
出
歩
い
て
い
た
唐
人
が
い
た

よ
う
で
あ
る
。
上
陸
さ
せ
た
唐
人
の
行
動
は
制
限
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、

村
人
と
の
不
要
な
接
触
を
避
け
、
抜
荷
な
ど
の
防
止
を
図
っ
た
措
置
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
唐
人
の
出
歩
き
を
完
全
に
抑
制
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
様
子

が
う
か
が
え
る
。

　

座
礁
し
た
唐
船
に
も
警
固
が
付
け
ら
れ
た
　44

。
内
訳
を
見
る
と
、「
遠
見
番
・

下
役
番
船
」
に
昼
夜
一
艘
、「
添
夜
番
船
」
に
夜
八
艘
、「
遠
見
番
通
船
」
に
昼

夜
一
艘
が
あ
て
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
漂
着
発
生
か
ら
出
航
ま
で
の
間
、
引
き
揚

げ
・
修
理
が
行
な
わ
れ
る
唐
船
を
警
固
し
た
。

〈
出
航
後
の
対
応
〉

　

唐
船
の
回
送
に
あ
た
り
、
挽
船
の
ほ
か
に
各
種
の
警
固
船
が
用
い
ら
れ
た

（
文
末
脚
註
）「
於
牛
深
浦
難
破
唐
船
御
入
用
御
勘
定
目
録
」（
九
州
大
学
記
録

資
料
館
所
蔵
、
石
本
家
文
書
二
七
九
四

－

二
）。
内
訳
を
見
る
と
ま
ず
、
警
固

を
務
め
る
手
代
一
人
に
つ
き
一
艘
、
日
数
二
十
一
日
、
の
べ
六
三
艘
が
用
い
ら

れ
た
。
こ
れ
は
富
岡
役
所
詰
の
手
代
が
長
崎
で
の
引
き
渡
し
手
続
き
へ
向
か
う

た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
漂
着
の
場
合
と
同
様
に
、
富
岡
役
所
の
役
人
が

手
続
き
を
行
な
っ
た
。
次
に
、
遠
見
番
・
庄
屋
の
乗
船
が
あ
る
。
こ
れ
は
唐
船

の
警
固
と
は
別
に
遠
見
番
・
牛
深
村
庄
屋
・
高
濱
村
庄
屋
・
益
田
村
庄
屋
・
宰

領
五
名
の
船
で
、
一
一
艘
、
日
数
十
一
日
、
の
べ
一
二
一
艘
だ
っ
た
。
こ
の
う

ち
宰
領
は
、
長
崎
へ
の
回
送
に
際
し
て
常
に
活
動
が
確
認
で
き
る
役
職
で
あ
る
。
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七

こ
れ
に
加
え
て
遠
見
番
や
庄
屋
が
見
ら
れ
る
が
、
今
回
の
よ
う
に
、
座
礁
し
た

唐
船
を
修
理
し
た
う
え
で
長
崎
へ
回
送
す
る
特
殊
な
事
例
の
場
合
、
挽
船
の
数

が
莫
大
に
な
っ
た
た
め
、
そ
の
差
配
の
た
め
に
出
動
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

日
数
に
着
目
す
る
と
、
手
代
の
警
固
船
が
引
き
渡
し
手
続
き
の
完
了
ま
で
長

崎
に
留
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
遠
見
番
ら
の
乗
船
は
唐
船
が
長
崎
に
入
港
し

た
段
階
で
天
草
へ
向
け
て
出
航
し
て
い
る
。
島
外
で
の
公
的
な
手
続
き
は
、
富

岡
役
所
詰
の
役
人
が
郡
中
を
管
理
す
る
代
表
と
し
て
行
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

〈
小
括
〉

　

唐
船
の
座
礁
が
発
生
す
る
と
、
初
期
段
階
か
ら
唐
人
の
退
避
を
前
提
に
、
牛

深
村
と
遠
見
番
、
富
岡
役
所
の
対
応
が
開
始
さ
れ
た
。
唐
人
や
積
載
物
は
上
陸

後
、
遠
見
番
を
中
心
と
す
る
管
理
下
に
置
か
れ
、
臨
時
の
番
所
が
仮
設
さ
れ
る

な
ど
、
抜
荷
防
止
を
念
頭
に
置
い
た
対
策
が
講
じ
ら
れ
た
。
一
方
で
、
唐
人
に

よ
る
制
限
区
域
か
ら
の
外
出
が
確
認
さ
れ
、
行
動
の
す
べ
て
を
管
理
す
る
の
が

困
難
な
実
態
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
唐
船
の
引
き
揚
げ
や
救
助
、
長
崎
回
送
ま
で

の
食
事
な
ど
、
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
も
そ
の
費
用
は
莫
大
な
額
に
の
ぼ
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

第
３
章　
　

難
船
・
破
船
の
場
合
の
費
用
負
担

　

文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
の
唐
船
座
礁
（
以
下
、「
本
件
」
と
す
る
）
に
か

か
っ
た
経
費
の
総
額
は
、
銀
六
〇
三
貫
八
九
一
匁
あ
ま
り
と
も
言
わ
れ
る
　45

。

こ
の
費
用
の
負
担
者
に
つ
い
て
、
天
草
郡
内
の
負
担
と
、
長
崎
会
所
に
よ
る
支

払
い
に
注
目
し
て
い
く
。

　

唐
船
救
助
に
よ
っ
て
発
生
す
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
、
ま
ず
寛
文
八

（
一
六
六
八
）
年
に
は
、
漂
着
船
の
挽
船
賃
銀
を
唐
人
か
ら
出
さ
せ
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
　46

。
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
に
は
「
漂
着
并
破
船
挽
船
賃
之
儀
、

如
先
格
之
、
唐
人
よ
り
可
為
差
出
」
と
定
め
ら
れ
、
漂
着
と
破
船
の
区
別
を
し

た
う
え
で
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
挽
船
の
費
用
を
唐
人
の
負
担
と
し
、
こ
れ
は
正

徳
五
年
以
前
か
ら
の
（「
如
先
格
之
」）
規
則
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
後
、
明
和

三
（
一
七
六
六
）
年
二
月
に
次
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
　47

。

　
　

 

従
前
々
唐
船
漂
着
有
之
節
は
、
其
所
之
御
領
・
私
領
よ
り
長
崎
表
え
引
送
、

右
漂
着
唐
船
長
崎
え
引
送
候
迄
之
間
、
唐
人
粮
米
・
塩
・
味
噌
・
薪
其
外

諸
入
用
引
船
賃
等
、
長
崎
よ
り
相
渡
来
候
由
ニ
候
得
共
、
破
船
・
難
船
ニ

て
荷
物
海
失
或
溺
死
等
有
之
節
は
、
重
災
難
之
事
ニ
付
、
於
長
崎
表
も
為

手
当
、
定
之
外
商
売
等
も
申
付
候
事
ニ
付
、
船
損
荷
物
海
失
有
之
程
之
難

船
・
破
船
等
は
、
取
揚
荷
物
ニ
懸
り
候
入
用
之
分
計
長
崎
奉
行
所
よ
り
請

取
之
、
余
之
諸
入
用
は
其
浦
々
所
役
ニ
可
致
候
、
勿
論
右
入
用
請
取
方
相

減
候
迚
、
麁
略
之
取
扱
無
之
様
可
被
申
付
候
、
尤
一
通
之
漂
着
船
は
是
迄

之
通
、
諸
入
用
長
崎
奉
行
所
ニ
て
吟
味
之
上
、
相
当
ニ
相
渡
ニ
て
可
有
之

候

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
和
三
年
以
降
、
唐
船
の
救
助
に
要
し
た
費
用
の
負
担
は
、

唐
船
が
漂
着
し
た
場
合
と
難
破
・
破
船
し
た
場
合
と
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
負
担
方
法
を
と
っ
た
　48

。「
一
通
之
漂
着
船
」
は
長
崎
奉
行
所
で
入
用
費

用
（「
唐
人
粮
米
・
塩
・
味
噌
・
薪
其
外
諸
入
用
引
船
賃
等
」）
の
監
査
を
受
け

て
支
払
わ
れ
る
。
他
方
で
「
難
船
・
破
船
」
に
つ
い
て
は
唐
船
か
ら
荷
物
を
引

き
揚
げ
る
の
に
要
し
た
費
用
の
み
が
長
崎
奉
行
所
か
ら
支
払
わ
れ
、
残
り
の
費

用
は
「
所
役
」
と
し
て
、
対
応
し
た
浦
々
に
転
嫁
さ
れ
た
。

　

本
件
の
対
応
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
三
冊
組
の
史
料
が
残
っ
て
い
る
。

ま
ず
①
「
於
牛
深
浦
難
破
唐
船
御
入
用
御
勘
定
目
録
」　49

（
作
成
：
松
坂
屋
勝
之

丞
、
松
坂
屋
勝
三
郎
、
長
崎
会
所
宛
）
に
は
唐
人
に
提
供
し
た
食
品
や
、
破
損

し
た
唐
船
の
修
補
に
用
い
た
と
思
わ
れ
る
道
具
・
人
員
な
ど
の
項
目
と
そ
の
代

204
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八

銀
が
記
録
さ
れ
る
（
総
額
：
四
九
〇
貫
九
九
八
匁
三
分
二
厘
）。
②
「
於
牛
深

浦
難
破
唐
船
御
入
用
御
勘
定
目
録
」　50 

（
作
成
：
松
坂
屋
勝
之
丞
、
松
坂
屋
勝
三

郎
、
長
崎
会
所
宛
）
に
は
、
唐
人
の
添
番
や
、
唐
船
の
積
載
物
の
番
人
、
挽
送

の
警
固
に
要
し
た
船
の
数
量
と
、
そ
の
代
銀
が
記
録
さ
れ
る
。
③
「
難
破
唐
舟

取
物
荷
物
入
仮
小
屋
目
論
見
仕
様
帳
」　51

（
作
成
：
松
坂
屋
勝
之
丞
、
松
坂
屋
勝

三
郎
）
に
は
、
唐
人
の
上
陸
に
際
し
て
設
置
さ
れ
た
番
所
の
建
設
に
使
用
し
た

材
料
と
そ
の
代
銀
が
記
録
さ
れ
る
。

　

こ
の
三
冊
は
別
帳
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
見
る
と
、
漂
着

の
場
合
と
同
様
の
、
基
本
的
な
長
崎
へ
の
送
還
に
必
要
な
費
用
（
①
）
と
、
難

破
船
の
救
助
に
あ
た
っ
て
要
し
た
費
用
（
②
③
）
と
に
分
類
で
き
る
。
つ
ま
り
、

通
常
の
漂
着
船
対
応
で
は
想
定
さ
れ
な
い
唐
人
の
上
陸
や
唐
船
の
引
き
揚
げ
・

修
理
に
関
す
る
費
用
が
別
項
目
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
明
和
三
年

の
規
定
に
あ
る
よ
う
に
、
難
破
・
破
船
し
た
場
合
、
唐
船
の
荷
物
の
引
き
揚
げ

に
か
か
っ
た
費
用
の
み
が
唐
人
の
支
払
い
対
象
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
を

念
頭
に
お
い
た
費
用
目
録
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
史
料

の
作
成
者
に
あ
る
「
松
坂
屋
」
は
天
草
郡
御
領
村
の
銀
主
（
資
本
家
）
で
あ
る

石
本
家
の
屋
号
で
あ
り
、
後
述
す
る
が
、
本
件
の
費
用
負
担
に
お
い
て
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

〈
郡
内
で
の
費
用
負
担
〉

　

次
に
郡
内
で
の
負
担
形
態
に
つ
い
て
、
本
件
に
関
す
る
費
用
を
郡
中
全
体
で

負
担
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
確
認
で
き
る
　52

。

　
　
　
　
　

覚

　
　

一
拾
九
文
銭
百
五
拾
貫
目

　
　
　
　
　

此
丁
銭
弐
千
八
百
五
拾
貫
文

　
　

 

右
者
難
破
唐
船
方
諸
雑
用
牛
深
村
壱
ヶ
村
ニ
而
之
費
多
分
ニ
付
、
郡
中
ゟ

余
荷
銭
之
内
、
書
面
之
銭
辻
郡
中
一
統
評
議
之
上
今
般
高
掛
ニ
割
賦
い
た

し
、
村
々
ゟ
直
ニ
牛
深
村
江
相
渡
、
請
取
申
上
候
、
依
之
連
印
書
付
を
以

御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　

未（
文
政
六
年
）

十
一
月

牛
深
村
百
姓
代　

恒
右
衛
門

同
年
寄　

　
　
　

新
兵
衛

長
岡
嬉
七
郎

一
組
ゟ
壱
人
宛　庄

蔵
（
マ
マ
）

大
庄
屋

　
　
　
　

高
木
作
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
牛
深
村
一
村
が
負
担
す
る
費
用
が
多
額
に
の
ぼ
っ
た
た
め
、

郡
中
で
評
議
を
し
た
上
で
村
高
に
応
じ
た
負
担
を
割
り
当
て
て
牛
深
村
へ
銭
を

送
り
、
牛
深
村
が
こ
れ
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
唐
船
の
救
助
に
要
す
る
費
用
は

基
本
的
に
、
対
応
に
あ
た
っ
た
村
に
よ
る
一
村
限
り
の
負
担
だ
っ
た
。
し
か
し

本
件
で
は
、
難
破
唐
船
の
救
助
に
要
し
た
臨
時
の
支
出
が
莫
大
だ
っ
た
こ
と
か

ら
、
郡
中
各
村
か
ら
集
め
た
一
九
文
銭
一
五
〇
貫
目
を
牛
深
村
は
受
け
取
り
、

同
村
の
百
姓
代
・
年
寄
・
庄
屋
と
各
組
の
庄
屋
・
大
庄
屋
が
連
署
し
て
、
預
主

で
あ
る
長
崎
代
官
へ
届
け
出
て
い
る
。
唐
船
の
破
船
と
い
う
重
大
事
態
に
際
し

て
、
対
応
拠
点
と
な
っ
た
牛
深
村
を
主
体
と
し
な
が
ら
も
、
郡
中
全
体
で
費
用

を
分
担
す
る
姿
勢
が
看
取
さ
れ
る
。

　

次
に
、
対
応
完
了
か
ら
四
年
後
に
あ
た
る
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
五
月
に

作
成
さ
れ
た
史
料
か
ら
、
郡
中
で
負
担
し
た
費
用
の
額
に
つ
い
て
み
て
い
く
と

【
表
３
】
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
史
料
は
、
郡
内
各
組
の
大
庄
屋
・
庄
屋
・
年

寄
・
百
姓
代
か
ら
長
崎
代
官
役
所
へ
提
出
さ
れ
た
「
御
糺
ニ
付
申
上
候
書
付
」
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九

の
写
で
、
預
主
で
あ
る
長
崎
代
官
の
調
査
を
受
け
て
そ
の
答
申
と
し
て
作
成
さ

れ
た
決
算
書
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
お
け
る
負
担
額
を
み
る
と
、

「
牛
深
村
償
分
」
と
し
て
四
二
四
貫
三
〇
五
匁
五
分
の
支
出
が
あ
り
（
①
）、
郡

中
や
長
崎
会
所
か
ら
牛
深
村
へ
入
っ
た
額
を
除
く
と
（
②
③
④
）、
実
際
の
牛

深
村
の
支
出
は
五
五
貫
九
三
三
匁
二
分
と
な
る
（
⑤
）。
こ
の
額
に
つ
い
て
は

「
牛
深
村
償
村
役
ニ
仕
候
分
」
と
補
足
が
あ
り
、
牛
深
村
が
村
役
と
し
て
負
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
に
郡
中
の
支
出
を
み
る
と
、
二
三
〇
貫
四
一
八
匁
四

分
が
「
郡
中
ゟ
償
村
役
ニ
仕
候
分
」
と
な
っ
て
い
る
（
⑧
）。
つ
ま
り
、
難
破
・

破
船
し
た
唐
船
の
救
助
は
そ
の
費
用
も
含
め
て
、
浦
村
が
担
う
当
然
の
義
務

だ
っ
た
。
対
応
し
た
村
は
「
村
役
」
と
し
て
こ
れ
を
負
っ
た
。
そ
の
負
担
が
過

重
な
場
合
、
天
草
で
は
郡
中
全
体
で
一
体
と
な
っ
て
分
担
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
今
回
の
巨
額
の
費
用
を
短
期
間
で
捻
出
す
る
に
あ
た
り
、
郡
中
の
商

人
・
石
本
家
の
資
金
力
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
ま
ず
、
唐
船
の
破
船
が
発
生
し
た

文
政
五
年
中
に
、
次
の
指
示
が
長
崎
代
官
派
遣
の
富
岡
役
所
詰
代
官
か
ら
出
さ

れ
た
　53

。

　
　

一
米
五
百
俵 

銭
三
千
貫
文　
　

松
坂
屋
勝
三
郎

　
　

 

右
者
当
所
小
瀬
戸
口
ニ
而
沈
船
ニ
相
成
候
唐
船
浮
方
并
荷
物
取
揚
方
・
唐

人
賄
方
多
分
之
入
用
相
掛
、
書
面
之
通
米
銀
高
持
出
候
段
寄
持

（「
特
」カ
）之

事
候
、

然
上
者
当
所
ニ
会
所
相
定
、
日
々
詰
切
諸
勘
定
見
届
、
庄
屋
共
申
談
吟
味

い
た
し
遣
払
可
致
候
、
無
益
之
儀
茂
有
之
者
自
分
旅
宿
江
可
申
出
候
、
尤

掛
庄
屋
共
江
茂
可
申
渡
置
候
、
此
度
者
非
常
御
用
之
儀
、
異
国
人
江
之
外

聞
も
有
之
手
当
筋
ニ
付
、
格
別
厚
く
出
精
可
相
勤
候
、

　
　
　
　

午
十
二
月

　

破
船
し
た
唐
船
や
積
荷
の
引
き
揚
げ
、
唐
人
賄
に
多
額
の
費
用
が
か
か
り
、

銭
三
〇
〇
〇
貫
文
と
米
五
〇
〇
俵
を
松
坂
屋
（
石
本
）
勝
三
郎
が
支
出
し
た
の

は
「
奇
特
」
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
費
用
に
つ
い
て
は
、「
当
所
」（
牛
深
）
に

「
会
所
」
を
設
置
し
て
、
庄
屋
た
ち
が
監
査
・
相
談
し
た
う
え
で
支
払
う
こ
と
。

今
回
は
「
非
常
御
用
」
の
事
態
で
あ
り
、「
異
国
人
江
之
外
聞
」
も
あ
る
関
わ

る
た
め
、「
格
別
」
に
出
精
す
る
よ
う
に
。
こ
の
よ
う
に
富
岡
役
所
詰
代
官
か

ら
通
達
さ
れ
て
い
る
。
宛
先
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
石
本
家
は
こ
の
文
書

を
把
握
し
て
お
り
、
史
料
の
内
容
か
ら
、
対
応
に
あ
た
っ
た
庄
屋
た
ち
に
も
周

知
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
長
崎
へ
の
回
送
後
、
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
十
二
月
二
十
八
日
に

は
、
次
の
書
状
が
長
崎
代
官
配
下
の
上
野
伸
右
衛
門
か
ら
出
さ
れ
た
　54

。
な
お
、

石
本
家
は
翌
二
十
九
日
に
こ
の
内
容
と
同
様
の
書
状
を
大
庄
屋
か
ら
受
け
と
り
、

上
野
の
意
向
を
知
っ
た
　55

。
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【表３】牛深村・郡中における負担額（郡銭）

牛深村

牛深村償分…① 424 貫 305 匁 5 分
郡中より加勢銭…② 150 貫目
長崎会所より（文政九年二月）…③ 113 貫 684 匁 2 分
長崎会所より（文政十年五月）…④ 104 貫 688 匁 1 分

純支出（①－②③④）…⑤ 55 貫 933 匁 2 分

郡中（牛深
村を除く）

郡中償分…⑥ 299 貫 414 匁 5 分
長崎会所より郡内五ヶ所（久玉組・大
江組・井手組・砥岐組・飛船方）へ

（文政十年五月十日）…⑦
68 貫 996 匁 1 分

純支出（⑥－⑦）…⑧ 230 貫 418 匁 4 分
合計（⑤＋⑧） 286 貫 351 匁 6 分

「難唐船方一件書付」（九州大学記録資料館所蔵、長沼文庫 11）より作成。
合計額に差が生じる場合は原文によった。



近世における唐船「漂着」の認定要件と破船の送還対応　―文政五年天草漂着の事例による― 一〇

一
〇

　
　

 

牛
深
唐
船
入
用
銀
之
儀
、
此
節
出
方
之
儀
渡
海
い
た
し
申
立
候
得
共
、
長

崎
会
所
銀
繰
不
宜
、
何
分
冬
中
之
出
方
六
ヶ
敷
趣
申
聞
、
左
の
ミ
捨
置
候

而
者
、
其
方
共
及
難
渋
候
場
合
無
滞
、
御
領
村
勝（

石
本
）

三
郎
江
申
談
、
郡
銭
百

貫
目
同
人
取
替
渡
為
差
出
候
間
、
此
切
手
を
以
勝
三
郎
方
江
掛
合
早
々
可

受
取
候
、
此
段
態
与
申
遣
候
、
以
上
、

　
　
　
　

未（
文
政
六
年
）

十
二
月
廿
八
日

従
長
崎　

　
　
　
　

上
野
伸
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

郡
会
所

　
　
　
　
　

飛
船
方

　
　
　
　
　

二
江
水
練

　
　
　
　
　

大
江
組

　
　
　
　
　

久
玉
組

　
　
　
　
　

牛
深

　
　
　
　
　
　

役
人
中

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
唐
船
の
引
き
渡
し
が
完
了
し
た
文
政
六
年
の
十
二
月
、
上

野
が
長
崎
へ
赴
き
　56

、
本
件
に
要
し
た
費
用
を
支
払
っ
て
く
れ
る
よ
う
交
渉
し

て
い
た
。
こ
れ
に
対
す
る
長
崎
会
所
の
回
答
は
、
会
所
の
資
金
繰
り
が
悪
く
、

冬
中
の
支
払
い
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
村
方

が
難
渋
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
石
本
勝
三
郎
に
郡
銭
一
〇
〇
貫
目
の
立

て
替
え
払
い
を
指
示
し
て
い
る
。
郡
会
所
・
飛
船
方
・
二
江
水
練
・
大
江
組
・

久
玉
組
・
牛
深
（
村
）
の
役
人
は
、
富
岡
役
所
詰
の
役
人
か
ら
こ
の
「
切
手
」

を
受
け
取
り
、
石
本
か
ら
銭
を
受
け
取
る
こ
と
に
使
用
し
た
。

〈
長
崎
会
所
に
よ
る
費
用
の
支
払
い
〉

　

本
件
に
関
し
て
、
長
崎
会
所
か
ら
救
助
を
行
な
っ
た
村
に
対
す
る
費
用
の
補

助
は
、
文
政
六
年
以
後
、
数
回
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
【
表
４
】
の
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【表４】長崎会所から郡内各所へ渡された銀高（貫）

文政 6 年
文政 7 年 文政 8 年 文政 9 年 文政 10 年

7 月 4 月 2 月 20 日 5 月 10 日 5 月 合計 全対比
総額 113 129.6 60 50 50 528.670001 931.270001 （100.00%）

富岡町 18.3329 18.33209 36.66499 3.94%
大矢野組 1.774632 1.774632 0.19%
志岐組 1.5776 1.5776 3.1552 0.34%
井手組 4.86327 2.2 19.86325 26.92652 2.89%
御領組 17.35095 17.35095 34.7019 3.73%
栖本組 2.67588 2.67588 5.35176 0.57%
本戸組 1.77036 5.77036 7.54072 0.81%
砥岐組 3.997403 2.62755 3.917403 10.542356 1.13%
壱町田組 2.07355 12.07355 14.1471 1.52%
大江組 2.1217 2 20.1217 24.2434 2.60%
久玉組 3.05696 3 36.05695 42.11391 4.52%
牛深村 58.180237 24.318616 20 18.08249 139.899594 260.480937 27.97%
石本 113 9.6 35.681384 235.138812 393.420196 42.25%
富岡飛船方 2.9 14.0376 16.9376 1.82%

「難唐船方一件書付」（九州大学記録資料館所蔵、長沼文庫 11）より作成。各組の合計が「総額」と異なる
場合は原文によった。なお、「井手組」の文政 10 年 5 月分は二江村が受け取った旨が記載される。また同時
期の「富岡飛船方」には茂木村・上村の受け取り分も含まれる。
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一
一

よ
う
に
確
認
で
き
る
。
長
崎
会
所
か
ら
下
さ
れ
た
銀
高
を
網
羅
し
て
い
な
い
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
概
観
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
割
合
に
目
を

向
け
る
と
、
牛
深
村
（
二
七
・
九
七
％
）
と
石
本
家
（
四
二
・
二
五
％
）
に
渡
さ

れ
た
額
が
突
出
し
て
い
る
た
め
、
負
担
額
も
莫
大
だ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
あ

と
に
、
唐
船
対
応
に
あ
た
っ
た
牛
深
村
を
含
む
久
玉
組
（
四
・
五
二
％
）、
天
草

の
行
政
の
中
心
で
あ
る
富
岡
町
（
三
・
九
四
％
）
と
続
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
莫
大
な
負
担
額
は
唐
船
の
引
き
渡
し
完
了
後
、
数
年
が
か
り
で
長
崎
会
所
か

ら
支
払
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
長
崎
会
所
か
ら
富
岡
役
所
へ
ま
と
め
て
交
付
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
郡
会
所
を
通
し
て
各
組
に
配
分

さ
れ
、
そ
の
後
、
負
担
し
た
割
合
に
応
じ
て
組
内
の
各
村
へ
配
当
さ
れ
た
。
石

本
家
も
同
様
に
郡
会
所
を
通
じ
て
受
け
取
っ
た
。

〈
唐
船
の
負
担
と
救
済
措
置
〉

　

唐
船
救
助
に
際
す
る
費
用
は
救
助
地
に
対
し
て
長
崎
会
所
か
ら
中
国
貿
易
の

利
益
を
用
い
て
支
払
わ
れ
た
。
同
時
に
、
難
船
や
破
船
の
場
合
、
唐
船
側
は
荷

物
の
引
き
揚
げ
に
要
し
た
費
用
の
み
を
負
担
し
た
。
本
件
の
場
合
、
元
来
は
文

政
五
年
の
来
航
予
定
で
あ
り
、
座
礁
の
影
響
で
翌
年
三
月
に
長
崎
へ
入
港
し
た

た
め
、
入
港
規
定
に
よ
り
貿
易
は
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
だ
っ
た
　57

。
し
か
し
、

唐
船
が
積
載
し
て
い
た
貿
易
品
が
多
額
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
唐
人
か
ら

の
願
い
も
あ
り
、
四
月
に
な
っ
て
午
八
番
船
に
立
て
ら
れ
、
貿
易
を
認
め
ら
れ

た
。
こ
れ
は
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
年
の
「
五
嶋
太
ノ
浦
上
小
島
破
船
」
に
準

じ
た
措
置
で
　58

、
先
例
を
踏
襲
し
た
対
応
策
だ
っ
た
。
加
え
て
「
難
船
撫
育
有

テ
、
為
手
当
廣
昆
布
八
万
斤
被
給
賜
」　59

と
、
日
本
の
輸
出
品
で
あ
る
昆
布
も
下

賜
さ
れ
て
い
る
。「
撫
育
」
と
あ
る
よ
う
に
、
貿
易
の
許
可
と
あ
わ
せ
て
、
座

礁
事
故
に
遭
っ
た
唐
船
に
対
す
る
救
済
措
置
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
唐
船
に

貿
易
を
許
可
す
る
こ
と
で
、
難
船
に
よ
る
積
荷
被
害
の
補
償
策
を
講
じ
た
も
の

で
、
事
故
に
遭
っ
た
唐
船
の
経
営
存
続
を
図
っ
た
対
応
と
い
え
る
。

〈
小
括
〉

　

難
破
・
破
船
の
場
合
に
お
け
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
対
応
に

あ
た
っ
た
村
が
経
費
を
一
村
で
負
担
す
る
こ
と
が
基
本
だ
っ
た
。
こ
れ
は
漂
着

の
場
合
に
も
通
じ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
費
用
が
多
額
に
な
り
、
対
応
し

た
村
だ
け
で
の
負
担
が
過
重
な
場
合
、
天
草
で
は
郡
中
各
村
が
村
高
に
応
じ
た

額
を
捻
出
し
て
対
応
し
た
村
を
支
援
し
て
い
た
。
対
応
完
了
後
に
監
査
を
経
て

長
崎
会
所
か
ら
支
払
わ
れ
る
も
の
の
、
当
座
の
費
用
を
ま
か
な
う
た
め
の
措
置

だ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
本
件
で
は
、
会
所
に
よ
る
返
還
が
長
崎
回
送
の
四
年

後
に
完
了
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
救
援
や
回
送
の
実
施
に
は
商
家
（
石
本
家
）

の
財
力
が
不
可
欠
だ
っ
た
。

　

他
方
で
、
唐
船
に
対
し
て
も
被
害
の
補
償
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

送
還
に
は
、
人
命
救
助
や
中
国
貿
易
の
維
持
と
い
っ
た
側
面
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
天
草
を
は
じ
め
と
す
る
沿
岸
部
の
村
々
は
、
漂
着
船
の
送
還
に
伴
う

人
員
・
金
銭
・
資
材
な
ど
の
各
種
負
担
を
義
務
と
し
て
担
う
こ
と
で
、
こ
れ
を

支
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
唐
船
「
漂
着
」
の
定
義
を
確
認
し
、
漂
着
の
中
で
も
と
く
に
破
船

の
事
例
を
取
り
上
げ
て
、
対
応
や
費
用
負
担
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
寛
永

期
以
降
、
海
禁
に
実
行
力
を
持
た
せ
る
に
あ
た
り
、
幕
府
は
唐
船
を
は
じ
め
と

す
る
外
国
船
と
の
関
わ
り
を
掌
握
す
る
政
策
を
行
な
っ
て
き
た
　60

。
そ
の
末
端

で
秩
序
の
維
持
を
担
っ
て
い
た
体
制
の
一
つ
が
、
送
還
の
対
応
で
あ
る
。
唐
船

の
送
還
に
お
い
て
は
、
抜
荷
な
ど
の
不
法
行
為
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
長
崎

貿
易
を
正
常
に
遂
行
す
る
た
め
に
、
漂
着
船
へ
の
対
応
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
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一
二

こ
こ
に
は
鎖
国
体
制
を
維
持
す
る
た
め
、
抜
荷
や
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
担
保
と

し
な
が
ら
送
還
シ
ス
テ
ム
が
築
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

唐
船
が
「
漂
着
」
す
る
要
件
を
定
め
る
こ
と
で
、
唐
船
の
航
行
状
況
を
把
握

し
、
送
還
対
応
の
端
緒
と
な
る
異
常
事
態
を
い
ち
早
く
察
知
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
た
。
漂
着
が
成
立
す
る
状
況
が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
通
常
航
行
中
の

唐
船
に
対
す
る
監
視
と
、「
漂
着
」
対
応
の
開
始
と
の
間
に
基
準
が
設
け
ら
れ

た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
円
滑
に
機
能
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
れ

と
あ
わ
せ
て
、
海
岸
の
遠
見
番
所
に
配
置
さ
れ
た
番
人
に
、
異
国
船
の
監
視
と

漂
着
な
ど
の
事
態
に
対
す
る
初
動
対
応
を
行
な
わ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
唐
人

な
ど
の
外
国
人
と
の
接
触
や
交
渉
を
最
小
限
に
留
め
つ
つ
、
適
切
な
海
上
警
衛

体
制
の
構
築
を
図
っ
た
。

　

天
草
に
お
い
て
、
異
国
船
の
漂
流
が
発
生
し
た
際
に
実
質
的
な
対
応
を
行

な
っ
た
の
は
、
海
上
警
衛
に
あ
た
る
遠
見
番
や
漂
着
地
点
周
辺
の
村
で
あ
る
。

漂
着
地
と
な
っ
た
村
は
、
唐
人
へ
の
救
援
や
長
崎
回
送
の
実
行
役
を
担
っ
た
。

破
船
の
場
合
は
単
純
な
漂
着
と
は
異
な
り
、
唐
人
や
積
荷
の
上
陸
を
伴
う
救
助

に
な
る
。
上
陸
後
は
唐
人
・
積
荷
共
に
監
視
下
に
置
か
れ
、
村
民
と
の
接
触
を

回
避
す
る
処
置
が
と
ら
れ
た
。
こ
れ
は
抜
荷
な
ど
の
不
法
行
為
を
は
じ
め
、
体

制
側
が
意
図
し
な
い
唐
人
と
村
民
と
の
交
渉
を
防
ぐ
た
め
の
策
で
あ
る
。
さ
ら

に
長
崎
へ
の
回
送
で
は
、
挽
船
や
漕
ぎ
手
を
手
配
し
て
こ
れ
に
あ
た
っ
た
。
長

崎
奉
行
所
で
の
引
き
渡
し
手
続
き
に
は
預
主
配
下
の
役
人
が
臨
む
た
め
、
遠
見

番
や
庄
屋
な
ど
は
関
与
し
な
い
も
の
の
、
挽
船
の
差
配
や
唐
船
・
唐
人
の
監
視

な
ど
、
引
き
渡
し
ま
で
の
実
務
を
担
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
費
用
に
つ
い
て
、
村
は
「
村
役
」
と
い
う
義
務
と
し
て
、
定
め
ら

れ
た
負
担
分
を
受
容
し
、
送
還
に
向
け
て
対
応
し
て
い
る
。
対
応
が
大
規
模
な

も
の
に
な
る
ほ
ど
、
村
が
割
く
人
員
と
そ
れ
に
伴
う
費
用
も
増
大
し
た
が
、
天

草
で
は
郡
中
全
体
で
分
担
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
送
還
対
応
に
あ
た
っ

て
郡
中
一
体
と
な
っ
た
協
力
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
生
じ
た
費
用

の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
商
家
の
石
本
家
が
、
天
草
の
行
政
庁
で
あ
る
富
岡
役
所

か
ら
費
用
の
立
て
替
え
払
い
の
指
示
を
受
け
て
、
こ
れ
に
応
じ
て
い
た
。
石
本

家
は
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
に
勘
定
所
御
用
達
に
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ま
で
の
間
に
、
火
災
時
の
救
援
や
飢
饉
に
際
す
る
村
方
救
済
な
ど
を
経
て

徐
々
に
地
位
を
高
め
て
お
り
　61

、
本
件
で
の
資
金
提
供
も
そ
の
一
環
と
捉
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
送
還
対
応
に
要
す
る
費
用
を
村
が
負
う
と
い
う

の
が
基
本
的
な
負
担
形
態
で
あ
り
、
こ
こ
に
加
え
て
非
常
時
に
あ
た
っ
て
は
、

郡
中
各
村
や
石
本
家
が
フ
ォ
ロ
ー
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

対
応
に
要
す
る
費
用
は
、
長
崎
会
所
が
一
部
を
村
へ
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て

い
た
が
、
費
用
が
莫
大
に
な
る
と
会
所
の
資
金
繰
り
の
た
め
、
返
還
完
了
ま
で

の
期
間
が
長
期
に
渡
っ
た
。
村
の
経
済
的
負
担
は
確
か
に
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う
。

一
方
で
唐
船
に
対
し
て
は
、
撫
育
の
観
点
か
ら
特
例
的
に
貿
易
を
認
め
た
り
、

輸
出
品
を
下
賜
す
る
な
ど
し
て
お
り
、
唐
船
の
経
営
存
続
や
長
崎
貿
易
の
維
持

が
図
ら
れ
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
唐
船
の
送
還
は
海
禁
政
策
下
で
の
貿
易
を
通
じ
た
対
外
関

係
の
構
築
や
、
沿
岸
で
の
対
外
防
衛
、
貿
易
の
過
程
で
生
じ
る
漂
流
・
破
船
な

ど
の
事
故
に
際
し
た
人
命
救
助
、
長
崎
貿
易
の
維
持
な
ど
、
様
々
な
意
図
の
も

と
で
整
備
さ
れ
た
。
長
崎
の
前
衛
拠
点
で
あ
る
天
草
で
は
、
遠
見
番
に
よ
る
海

上
の
警
戒
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
。
唐
船
の
漂
着
が
発
生
し
た
際
に
は
、
遠
見

番
や
漂
着
地
の
村
役
人
が
主
体
と
な
り
、
時
に
は
郡
一
体
と
な
っ
て
対
応
す
る

こ
と
で
長
崎
回
送
を
遂
行
し
て
い
た
。
物
資
や
人
員
、
資
金
の
調
達
を
円
滑
に

行
な
う
こ
と
で
、
唐
船
の
送
還
対
応
を
下
支
え
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１ 

荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）

三
〇
〜
三
四
頁
。

２ 

荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
前
掲
書
）
一
一
八
〜
一
四
八
頁
。

３ 

金
指
正
三
『
近
世
海
難
救
助
制
度
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
）
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一
三

二
四
七
〜
二
八
五
頁
。

４ 

荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
前
掲
書
）
一
二
五
〜
一
五
一
頁
。

５ 

松
浦
章
「
唐
船
に
よ
り
中
国
に
送
還
さ
れ
た
日
本
漂
着
ベ
ト
ナ
ム
人
」（『
東

ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
五
巻
、
二
〇
一
二
年
）。

６ 

黒
木
國
泰
「
近
世
日
向
沿
岸
漂
着
唐
船
・
琉
球
船
と
密
貿
易
（
一
） : 

高
鍋

藩
史
料
を
中
心
に
み
た
東
九
州
の
沿
海
防
備
体
制
」（『
宮
崎
女
子
短
期
大
学

紀
要
』
第
二
十
三
号
、
宮
崎
女
子
短
期
大
学
、
一
九
九
七
年
）、「
延
岡
内
藤

藩
の
幕
府
領
細
嶋
漂
着
唐
船
対
処
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
（
上
）」（『
宮
崎

女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
十
七
号
、
宮
崎
女
子
短
期
大
学
、
二
〇
〇
一
年
）、

「
延
岡
内
藤
藩
の
幕
府
領
細
嶋
漂
着
唐
船
対
処
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て（
下
）」

（『
宮
崎
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
十
八
号
、
宮
崎
女
子
短
期
大
学
、

二
〇
〇
二
年
）、「
安
政
２
年
高
鍋
藩
漂
着
唐
船
護
送
日
記
（
下
）」（『
宮
崎

女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
十
号
、
宮
崎
女
子
短
期
大
学
、
二
〇
〇
四
年
）、

「
幕
末
期
に
お
け
る
日
向
漂
着
唐
船
と
海
防
体
制
│
高
鍋
藩
史
料
を
中
心
に

│
」（『
宮
崎
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
第
一
号
、
宮
崎
学
園
短
期
大
学
、

二
〇
〇
八
年
）、「
元
禄
２
年
に
高
鍋
藩
屏
田
村
沖
で
難
破
し
た
唐
船
に
つ
い

て
（
上
）」（『
宮
崎
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
号
、
宮
崎
学
園
短
期
大
学
、

二
〇
〇
九
年
）、「
元
禄
２
年
に
高
鍋
藩
屏
田
村
沖
で
難
破
し
た
唐
船
に
つ
い

て
（
下
）」（『
宮
崎
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
号
、
宮
崎
学
園
短
期
大
学
、

二
〇
一
〇
年
）。
中
村
質
『
近
世
対
外
交
渉
史
論
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
年
）。

７　

岡
本
健
一
郎
「
近
世
の
日
朝
関
係
と
対
馬
│
往
来
船
管
理
に
注
目
し
て
│
」

（『
交
通
史
研
究
』
五
十
巻
、
二
〇
〇
二
年
）。

８　
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資
料
集
』
刊
十
三

－

一
〜
十
三

－

十
関
西
大

学
東
西
学
術
研
究
所
、
一
九
八
五
〜
二
〇
一
八
年
）
で
は
、
岩
槻
藩
領
、
薩

摩
藩
領
、
土
佐
藩
領
、
豆
州
、
遠
州
、
八
丈
島
、
に
お
け
る
唐
船
漂
着
の
史

料
を
収
め
て
い
る
。

９　

池
内
敏
『
近
世
日
本
と
朝
鮮
漂
流
民
』（
三
星
社
、
一
九
九
八
年
）。
糟
谷
政

和
「
17
世
紀
末
朝
鮮
に
漂
着
し
た
中
国
漂
流
民
の
送
還
規
定
に
つ
い
て
」

（
茨
城
大
学
人
文
学
部
紀
要
『
人
文
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
論
集
』
六

号
、
茨
城
大
学
人
文
学
部
、
二
〇
〇
九
年
）。
東
南
ア
ジ
ア
と
の
送
還
に
つ

い
て
は
、
松
浦
章
「
唐
船
に
よ
り
中
国
に
送
還
さ
れ
た
日
本
漂
着
ベ
ト
ナ
ム

人
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
五
巻
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

10 

山
本
博
文
『
鎖
国
と
海
禁
の
時
代
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
）
一
〇
一

〜
一
〇
九
頁
。

11 

安
高
啓
明
『
近
世
天
草
の
支
配
体
制
と
郡
中
社
会
』（
上
天
草
市
、

二
〇
二
二
年
）
一
四
六
〜
一
五
七
頁
。

12 

金
指
正
三
『
近
世
海
難
救
助
制
度
の
研
究
』（
前
掲
書
）
で
は
、
救
助
対
象

と
し
て
の
海
難
事
象
と
し
て
「
漂
着
」
を
捉
え
て
お
り
、
寛
永
十
二

（
一
六
三
五
）
年
の
入
港
規
定
成
立
以
後
、
徐
々
に
唐
船
漂
着
に
関
す
る
規

定
が
整
備
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
二
六
三
〜
二
六
九
頁
）。
ま
た
、
荒

野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
前
掲
書
）
に
て
、
送
還
体
制
と
し
て

漂
着
唐
船
の
送
還
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
以
降
、
各
氏
も
同
様
の
理
解
の
も
と

に
唐
船
送
還
の
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。

13　

金
指
正
三
『
近
世
海
難
救
助
制
度
の
研
究
』（
前
掲
書
）
二
六
九
〜
二
八
三

頁
。
荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
前
掲
書
）
一
四
三
〜
一
四
五

頁
。

14 

安
高
啓
明
「
近
世
天
草
に
お
け
る
司
法
構
造
と
調
整
機
能
」（『
汲
古
』
第

八
十
号
、
二
〇
二
一
年
）。

15 
安
高
啓
明
『
近
世
天
草
の
支
配
体
制
と
郡
中
社
会
』（
前
掲
書
）
一
四
四
〜

一
五
五
頁
。

16 

安
高
啓
明
・
牧
野
寿
美
礼
「
第
２
次
島
原
藩
預
り
に
お
け
る
天
草
遠
見
番
の

漂
着
唐
船
対
応
と
キ
リ
シ
タ
ン
政
策
」（
安
高
啓
明
編
『
長
崎
と
天
草
の
潜

伏
キ
リ
シ
タ
ン
－
「
禁
教
社
会
」
の
新
見
地
－
』
雄
山
閣
、
二
〇
二
三
年
）
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一
四

一
三
四
〜
一
三
九
頁
。

17 

拙
稿
「
天
草
遠
見
番
の
編
成
と
郡
中
の
「
役
」
意
識
」（
天
草
文
化
協
会
編

『
潮
騒
』
三
十
八
号
、
二
〇
二
三
年
）
四
三
〜
四
七
頁
。

18 

久
保
春
香
・
安
高
啓
明
「
享
保
期
島
原
藩
に
お
け
る
唐
船
打
ち
払
い
と
漂
着

船
対
応
」（『
西
南
学
院
大
学
博
物
館
紀
要
』
七
号
、
二
〇
一
九
年
）
四
九
〜

五
〇
頁
。

19

『
通
航
一
覧
』
五
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
三
年
）
二
五
一
頁
。

20 
『
通
航
一
覧
』
五
（
前
掲
書
）
二
五
三
頁
。
指
示
主
体
や
そ
の
相
手
は
明
示

さ
れ
て
い
な
い
が
、
長
崎
奉
行
に
献
上
さ
れ
た
「
長
崎
志
続
編
」
に
収
録
さ

れ
て
い
る
指
示
で
あ
り
、
長
崎
奉
行
以
下
に
周
知
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

21 

野
母
に
限
り
、
文
化
十
二
（
一
八
一
五
）
年
以
降
は
「
汐
繋
」
の
地
点
と
し

て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。（
小
原
克
紹
・
森
永
種
夫
『
続
長
崎
実
録
大

成
』（
長
崎
文
献
社
、
一
九
七
四
年
）
二
一
五
頁
）。

22 

石
井
良
助
編
『
徳
川
禁
令
考　

Ⅵ
』（
創
文
社
、
一
九
五
九
年
）
四
二
九
頁
。

23 

島
田
竜
登
「
唐
船
来
航
ル
ー
ト
の
変
化
と
近
世
日
本
の
国
産
代
替
化
」（『
早

稲
田
経
済
学
研
究
』
四
十
九
号
、
一
九
九
九
年
）。

24 

松
浦
章
「
清
代
浙
江
乍
浦
に
お
け
る
日
本
貿
易
と
沿
岸
貿
易
の
連
関
」（『
東

ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
八
年
）。

25 
『
大
日
本
近
世
史
料　

唐
通
事
会
所
日
録
』
一
〜
七
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
五
五
〜
一
九
六
八
年
）。

26 
『
大
日
本
近
世
史
料　

唐
通
事
会
所
日
録
』
七
（
前
掲
書
）
八
五
〜
八
九
頁
。

27 
『
通
航
一
覧
』
八
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
三
年
）
二
五
五
頁
。

28 

岡
田
信
子
「
近
世
異
国
漂
着
船
に
つ
い
て
：
特
に
唐
・
朝
鮮
船
の
処
遇
」

（『
法
政
史
学
』
二
六
号
、
法
政
大
学
史
学
会
、
一
九
七
四
年
）
四
三
頁
。

29 
「
﨑
津
村
庄
屋
記
録
」
七
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
所
蔵
Ｃ

－

三

－

五

－

七
）。

本
史
料
は
近
世
の
天
草
で
作
成
さ
れ
た
原
史
料
を
、
昭
和
七
年
に
同
機
関
が

筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
今
回
使
用
し
て
い
る
、
﨑
津
村
庄
屋
に

よ
る
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
。

30 

荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
前
掲
書
）
三
一
〜
三
二
頁
。

31 

荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
前
掲
書
）
一
四
二
〜
一
四
三
頁
。

中
村
質
『
近
世
対
外
交
渉
史
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
八
六
〜

九
一
頁
。「
天
草
上
田
家
記
録
」
四
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
Ｃ

－

三

－
三
三
）。

32 

荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
前
掲
書
）
一
四
三
頁
。

33 

小
原
克
紹
・
森
永
種
夫
『
続
長
崎
実
録
大
成
』（
前
掲
書
）
一
八
六
〜

二
五
六
頁
。

34 

荒
武
賢
一
朗
「
近
世
天
草
へ
の
唐
船
漂
着
と
西
海
地
域
」（
荒
武
賢
一
朗
編

『
周
縁
の
文
化
交
渉
学
シ
リ
ー
ズ
４　

磁
器
流
通
と
西
海
地
域
』
関
西
大
学

文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
、
二
〇
一
一
年
）。

35 

特
に
断
ら
な
い
限
り
、
松
田
唯
雄
『
天
草
近
代
年
譜
』（
み
く
に
社
、

一
九
四
七
年
）
を
も
と
に
し
て
い
る
。

36 
「
割
符
留
帳
」（
大
庭
脩
編
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資
料
集
』
巻
九　

関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
一
九
七
四
年
）。

37 

午
八
番
船
と
は
、
午
年
に
入
港
し
た
八
番
目
の
唐
船
、
の
意
で
あ
る
。
子
年

の
最
初
に
入
港
し
た
唐
船
な
ら
ば
「
子
一
番
船
」
と
い
う
よ
う
に
、
入
港
し

た
年
と
そ
の
入
港
順
番
に
応
じ
て
番
号
が
割
り
当
て
ら
れ
た
。

38 
「
御
用
書
留
帳
」
文
政
五
年
午
（
上
田
家
文
書
三

－

四
一
）。

39 

小
原
克
紹
・
森
永
種
夫
『
続
長
崎
実
録
大
成
』（
前
掲
書
）
に
は
、「
破
船
唐

人
共
ハ
同
村
百
姓
家
七
軒
ニ
止
宿
」
と
あ
り
（
二
二
三
頁
）、
一
般
の
百
姓

の
家
を
利
用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

40 

張
照
旭
「
唐
船
貿
易
に
お
け
る
唐
船
の
出
航
地
と
唐
船
乗
組
員
の
出
身
地
に

つ
い
て
│
│
明
治
初
期
中
国
語
教
育
の
背
景
│
│
」（『
岡
山
大
学
大
学
院
社

会
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
』
第
三
八
号
、
二
〇
一
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
総
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牧野寿美礼一五

一
五

官
：
船
主
の
事
務
処
理
、
船
員
の
統
率
を
行
う
。
夥
長
：
航
海
の
技
術
面
を

担
う
。

41 
「
於
牛
深
浦
難
破
唐
船
御
入
用
御
勘
定
目
録
」（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
所
蔵
、

石
本
家
文
書
二
七
九
四

－

二
）。

42 
「
於
牛
深
浦
難
破
唐
船
御
入
用
御
勘
定
目
録
」（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
所
蔵
、

石
本
家
文
書
二
七
九
四

－

二
）。

43 
「
北
勤
番
所
」「
南
勤
番
所
」
の
二
ヶ
所
が
仮
設
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
難
破
唐
船
取
揚
荷
物
入
仮
小
屋
目
論
見
仕
様
帳
」（
九
州
大
学
記
録
資
料
館

所
蔵
、
石
本
家
文
書
二
七
九
四

－

三
）。

44 
「
於
牛
深
浦
難
破
唐
船
御
入
用
御
勘
定
目
録
」（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
所
蔵
、

石
本
家
文
書
二
七
九
四

－

二
）。

45 

荒
武
賢
一
朗
「
近
世
天
草
へ
の
唐
船
漂
着
と
西
海
地
域
」（
前
掲
書
）

一
一
三
〜
一
一
四
頁
。

46 
『
通
航
一
覧
』
五
（
前
掲
書
）
二
五
一
頁
。

47 

高
柳
眞
三
・
石
井
良
助
編
『
御
触
書
天
明
集
成
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
六

年
）
二
九
二
六
。

48 

金
指
正
三
『
近
世
海
難
救
助
制
度
の
研
究
』（
前
掲
書
）
二
七
〇
頁
。

49 

九
州
大
学
記
録
資
料
館
所
蔵
、
石
本
家
文
書
二
七
九
四

－

一
。
表
紙
に
「
一

ノ
印
」
と
の
朱
書
き
が
あ
る
。

50 

九
州
大
学
記
録
資
料
館
所
蔵
、
石
本
家
文
書
二
七
九
四

－

二
。
表
紙
に
「
二

ノ
印
」
と
の
朱
書
き
が
あ
る
。

51 

九
州
大
学
記
録
資
料
館
所
蔵
、
石
本
家
文
書
二
七
九
四

－

三
。
表
紙
に
「
三

ノ
印
」
と
の
朱
書
き
が
あ
る
。

52 
「
難
唐
船
方
一
件
書
付
」（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
所
蔵
、
長
沼
文
庫
十
一
、

天
草
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
所
蔵
松
浦
家
文
書
一

－

五

－

三
八
に
も
同
じ
内
容
の
文

書
が
所
在
す
る
）。

53 
「（
書
状
）」（
九
種
大
学
記
録
資
料
館
所
蔵
、
石
本
家
文
書
一
四
四
七
）。

　

石
本
家
文
書
一
四
三
四
に
本
資
料
の
同
文
の
写
が
あ
り
、「
午
十
二
月
晦
日

於
牛
深
村
御
代
官
ゟ
直
ニ
被
仰
渡
」
と
あ
る
。

　

こ
の
史
料
は
す
で
に
荒
武
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
石
本
家
が
米
銭

を
提
供
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
荒
武
賢
一
朗
「
近
世
天
草

へ
の
唐
船
漂
着
と
西
海
地
域
」（
前
掲
書
））、
本
稿
で
は
、
唐
船
対
応
の
費

用
負
担
に
お
け
る
石
本
家
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
改
め
て
検
討

対
象
と
す
る
。

54 
「（
書
状
）」（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
所
蔵
、石
本
家
文
書
一
七
八
三
七

－

一
）。

55 
「（
書
状
）」（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
所
蔵
、石
本
家
文
書
一
七
八
三
七

－

二
）。

56 

上
野
伸
右
衛
門
は
、
当
時
天
草
の
預
主
だ
っ
た
長
崎
代
官
の
配
下
の
人
物
と

考
え
ら
れ
る
。
長
崎
代
官
か
ら
派
遣
さ
れ
、
天
草
の
行
政
庁
に
あ
た
る
富
岡

役
所
に
詰
め
て
郡
内
の
管
理
を
行
な
っ
た
。
史
料
中
で
は
、
会
所
と
の
交
渉

の
た
め
に
、
長
崎
へ
訪
問
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
富
岡
役
所
に
は
預
主

か
ら
派
遣
さ
れ
た
代
官
や
目
付
な
ど
が
勤
務
し
た
が
、
上
野
が
ど
の
役
職
に

あ
た
る
か
に
つ
い
て
は
今
後
、
詳
し
く
調
査
し
て
い
き
た
い
。

57 

寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
、「
以
来
其
年
入
津
不
致
分
ハ
棄
捐
可
相
成
」
と

定
め
ら
れ
、
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）
年
に
唐
人
へ
申
し
渡
さ
れ
る
（
小
原

克
紹
・
森
永
種
夫
『
続
長
崎
実
録
大
成
』（
前
掲
書
）
一
九
九
頁
）。

58 

小
原
克
紹
・
森
永
種
夫
『
続
長
崎
実
録
大
成
』（
前
掲
書
）
二
〇
二
頁
。

59 

小
原
克
紹
・
森
永
種
夫
『
続
長
崎
実
録
大
成
』（
前
掲
書
）
二
二
四
頁
。

60 

荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
前
掲
書
）。

61 

安
藤
保
「
石
本
平
兵
衛
と
御
勘
定
所
御
用
達
」（
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科

学
研
究
院
『
史
淵
』、
一
四
二
巻
、
二
〇
〇
五
年
）。

〔
付
記
〕
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
ご
指
導
く
だ
さ
っ
た
安
高
啓
明
先
生
に
、
末

筆
な
が
ら
深
く
感
謝
を
申
し
あ
げ
ま
す
。
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近世における唐船「漂着」の認定要件と破船の送還対応　―文政五年天草漂着の事例による― 一六

一
六

Criteria for Recognition of Tang Ships’ ‘Drifting’ and Repatriation Measures 
in the Case of Shipwrecks 

－ Focused on the Amakusa Drifting Incident in the Fifth Year of the Bunsei 
Era.

Sumire MAKINO

　I examined the role played by Amakusa, the forefront base in Nagasaki, in the repatriation 
system for drifting ships. First, I explored the concept of “drifting,” which serves as a prerequisite 
for repatriation measures, discussing it as a sign for swift responses to promptly address 
emergencies and to understand the navigation conditions of Tang ships.Next, attention was 
directed to shipwrecks as one type of drifting incident, and a case study was conducted. 
Responding to shipwrecks involved the possibility of Tang people landing, prompting the 
establishment of a surveillance system to prevent illegal activities. To promptly secure the 
substantial funds required for such responses, merchants provided support, and a system was 
implemented for the entire district to share the financial burden. The maritime surveillance by 
lookout teams and district-wide collaboration in responding to drifting ships in Amakusa 
contributed to supporting and functioning within the repatriation system for Tang ships.
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